
「ぐんま男女共同参画社会づくり表彰」実施要領 

 

 (目的)    

第１条 男女共同参画を推進する活動に積極的に取り組んできた者、及び慣行や性別によ

る固定的な役割分担意識にとらわれず様々な分野でチャレンジしている者、並びにこれ

らの者を支援する者の功績を称えることによって、男女共同参画社会の形成を推進する

ことを目的とする。 

 

(表彰の対象) 

第２条 表彰の対象は、群馬県に在住し、あるいは主として県内において現在活動を行っ

ている、次のような個人・団体とする。 

ただし、同様の功績により国の表彰・知事表彰をすでに受けているものは対象としな

いものとする。 

（１） 先駆的な功績などにより、男女共同参画社会づくりの推進に貢献した個人・団体 

（２） 男女間での参画状況に差がある様々な分野で新たに活躍の場を広げるチャレンジ

をしている個人・団体 

（３） 政策・方針決定過程に参画し主導的立場を担っていくことにチャレンジしている

女性・団体 

（４） 様々な分野でチャレンジし、身近なモデルとなる女性・団体 

（５） 育児休業等の取得や子育て等を行いながら、仕事と家庭の両立を実践し、その行動

が社会に影響を与え、身近なモデルとなる男性・団体 

（６） 前５項のような活動について、積極的にその支援を行い、男女共同参画社会の実現

へ気運を高めていると認められる個人・団体 

 

 (候補の選定) 

第３条 候補の選定は推薦によることとし、推薦要領は別に定める。 

  

 (選考及び決定) 

第４条 選考及び決定の方法は次のとおりとし、受賞者数は１年度あたり概ね４名（４団

体）を目途とする。  

（１）受賞者の選考に関し必要な事項を審議するため、選考委員会を設置する。 

（２）選考委員会は、生活こども課長が委員を選任して行う。 

（３）知事は、選考委員会の選考に基づき、受賞者を決定する。 

 

 (表彰の方法) 

第５条 表彰は、年１回、知事が表彰状を授与して行うこととする。 

 

 (その他)  

第６条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、生活こども課長が定める。 

    

  附 則 

この要領は、平成３０年５月２９日から施行する。 



この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

この要領は、令和６年１２月２７日から施行する。 


